
●
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
汚

染
を
防
止
す
る
た
め
の
法
整
備

を
求
め
る
意
見
書
…
可
決

　

福
島
第
一
原
発
事
故
か
ら
５

年
以
上
経
過
し
た
が
、
い
ま
だ

に
高
濃
度
の
放
射
性
汚
染
水
の

放
出
な
ど
が
続
き
、
原
発
事
故

は
生
命
や
環
境
に
甚
大
な
影
響

を
与
え
る
極
め
て
重
大
な
人
権

侵
害
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

国
に
は
放
射
能
に
よ
る
環
境

汚
染
を
未
然
に
防
止
す
る
責
務

が
あ
る
と
考
え
、
環
境
基
本
法

改
正
を
踏
ま
え
、
放
射
性
物
質

に
よ
る
環
境
汚
染
を
防
止
す
る

た
め
の
法
整
備
を
早
急
に
進
め

る
こ
と
を
強
く
求
め
る
。

〔
討
論
〕

小
池
議
員
…
放
射
性
物
質
に
よ

る
環
境
汚
染
を
防
止
す
る
責
務

が
国
に
あ
る
。
閣
議
決
定
さ
れ

た
法
律
で
あ
り
、
国
の
責
任
で

早
急
な
関
係
諸
法
の
整
備
を
進

め
る
こ
と
を
求
め
る
。
賛
成
。

●
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
調
印
・
批
准

し
な
い
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

…
否
決

〔
討
論
〕

小
池
議
員
…
農
業
に
も
大
打
撃

を
与
え
、
雇
用
や
医
療
、
介
護
、

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
多
国
籍
企
業

に
経
済
主
権
を
売
り
渡
す
Ｔ
Ｐ

Ｐ
は
国
会
決
議
に
も
違
反
す
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
の
国
会
承
認
は
、
多
く

の
人
の
力
で
や
め
さ
せ
る
し
か

な
い
。
米
国
の
言
い
な
り
で
は

な
く
、
自
国
の
こ
と
は
自
分
た

①
多
目
的
ト
イ
レ
拡
充
に
関
わ

る
陳
情
…
採
択

　

公
共
施
設
の
多
目
的
ト
イ
レ

内
に
可
能
な
限
り
順
次
オ
ス
ト

メ
イ
ト
対
策
及
び
ベ
ッ
ド
を
設

置
。
民
間
施
設
に
対
し
、
設
置

●
税
条
例
等
の
一
部
改
正
の

※
専
決
処
分
…
承
認

　

地
方
税
法
の
改
正
に
伴
い
、

地
域
決
定
型
地
方
税
制
特
例
措

置
を
適
用
し
、
固
定
資
産
税
、

都
市
計
画
税
の
特
例
割
合
を
設

定
す
る
施
設
項
目
の
追
加
な

ど
、
当
該
税
制
改
正
に
対
応
し

た
条
例
に
改
正
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

遠
山
議
員
…
異
議
申
し
立
て
が

な
く
な
り
審
査
請
求
だ
け
に
な

る
と
、不
服
の
権
利
が
狭
ま
る
。

不
服
審
査
の
縮
小
と
住
民
参
加

の
税
制
に
逆
行
す
る
。
反
対
。

※
専
決
処
分
…
議
会
が
議
決
ま

た
は
決
定
す
べ
き
事
項
を
、
特

定
の
場
合
（
緊
急
を
要
す
る
た

め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余

裕
が
な
い
等
）
に
限
り
、
地
方

公
共
団
体
の
長
が
議
会
に
代

わ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
。

●
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一

部
改
正
の
専
決
処
分
…
承
認

　

地
方
税
法
改
正
に
伴
い
、
国

保
税
の
基
礎
課
税
額
・
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
に
係
る
賦
課
限

度
額
の
引
き
上
げ
、
被
保
険
者

均
等
割
額
、
世
帯
別
所
得
割
額

を
軽
減
す
る
判
定
基
準
の
拡
充

を
し
、
当
該
税
制
改
正
に
対
応

し
た
条
例
に
改
正
す
る
も
の
。

〔
討
論
〕

加か

ぞ

う増
議
員
…
自
治
体
と
し
て
自

主
判
断
も
な
く
、
限
度
額
引
き

上
げ
は
認
め
ら
れ
な
い
。
国
保

税
の
負
担
軽
減
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
市
民
の
健
康
と
暮
ら
し

の
安
定
が
最
優
先
課
題
。反
対
。

※
人
権
擁
護
委
員
…
法
律
に
基

づ
き
、
人
権
相
談
を
受
け
た
り

人
権
の
考
え
を
広
め
る
活
動
を

し
て
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
。
市

長
が
議
会
に
意
見
を
聞
い
て
推

薦
し
、法
務
大
臣
が
委
嘱
す
る
。

現
在
、
取
手
市
で
は
11
人
の
委

員
が
活
動
中
。

●
※

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
委
員
の
選
任
…
同
意

〔
再
任
〕

齊
藤
茂
雄
氏
（
74
）
＝
小お

も

ん

ま

文
間

※
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

…
独
立
し
た
中
立
的
・
専
門
的

な
立
場
か
ら
固
定
資
産
課
税
台

帳
に
登
録
さ
れ
た
事
項
に
関

し
、
不
服
の
審
査
及
び
決
定
、

そ
の
他
の
事
務
を
行
う
行
政
委

員
会
。
議
会
の
同
意
を
得
て
市

長
が
委
員
を
選
任
す
る
。

ち
で
決
め
る
と
い
う
経
済
意
識

を
持
つ
こ
と
が
必
要
。
賛
成
。

●
※

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に

つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に
つ

い
て
（
５
件
）
…
適
任
と
答
申

〔
再
任
〕

小
沼
登
美
子
氏（
71
）＝
下し

も

萱か

や

ば場

香
取
序の

ぶ

こ子
氏
（
69
）
＝
台
宿

須
賀
笙し

ょ
う
こ子

氏
（
69
）
＝
白
山

〔
新
任
〕

松
浦　

勉
氏
（
65
）
＝
本
郷

色
川　

昇の
ぼ
る

氏
（
63
）
＝
椚く

ぬ

ぎ木

義
務
の
履
行
を
推
奨
す
る
こ
と
。

②
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
配
布
に
関
わ

る
陳
情
…
採
択

　

東
京
都
と
同
じ
ヘ
ル
プ
マ
ー

ク
を
必
要
な
市
民
に
無
償
配
布

し
、
認
知
度
を
上
げ
る
た
め
、

広
報
等
で
周
知
す
る
こ
と
。

〔
提
出
者
〕

　

斉
藤
た
か
し
氏

〔
討
論
〕

染そ

め

や谷
議
員
…
４
月
に
障
害
者

差
別
解
消
法
が
施
行
。
市
は

２
０
０
０
平
方
㍍
以
上
の
既
存
施

設
や
新
築
・
改
築
時
に
オ
ス
ト

メ
イ
ト
に
対
応
し
、
ス
ペ
ー
ス
が

あ
れ
ば
ベ
ッ
ド
を
設
置
す
る
方
針
。

今
後
は
、
障
害
者
団
体
と
検
討

し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
の
こ
と
。

　

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
東
京
都
発

行
の
も
の
が
認
知
度
も
あ
り
、

市
独
自
で
作
成
す
る
よ
り
も
効

果
が
期
待
で
き
る
。
義
足
や
人

工
関
節
を
使
用
し
て
い
る
人
、

内
部
障
害
や
難
病
の
人
、
妊
娠

初
期
の
人
な
ど
に
必
要
。
①
②

い
ず
れ
も
賛
成
。

●
国
会
に
対
し
意
見
書
の
提
出

を
求
め
る
陳
情
…
趣
旨
採
択

　

安
倍
首
相
の
発
言
に
つ
い

て
、
国
会
は
日
本
国
憲
法
の
再

確
認
を
求
め
る
も
の
。

〔
委
員
会
審
査
経
過
〕

　

本
陳
情
は
総
務
文
教
常
任
委

員
会
の
審
査
の
中
で
委
員
か
ら

「
議
会
（
国
会
）
は
外
部
か
ら
関

与
や
干
渉
を
受
け
ず
に
自
ら
を

律
す
る
自
律
権
が
あ
り
、
市
議

東京都で配布されているヘルプマーク

【場 所】取手市役所本庁舎及び藤代庁舎

【日 時】（藤代庁舎）毎月第 1 金曜日

　　 　（本 庁 舎）毎月第 2 火曜日

人権相談のご案内
取手市では、人権・近隣関係・家庭内の困りごと等に関する
相談会を定期的に開催しています。

祝日・年末年始を除く

午前 9時から午前 11 時

※詳細は広報広聴課市民相談室（内線１１４６）へお問い合わせ
ください。

放課後子どもクラブでの
人権擁護委員の活動

会
と
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
陳
情
者
の
国

民
と
し
て
の
思
い
は
理
解
・
共
感

で
き
る
」
と
の
理
由
か
ら
、
趣
旨

採
択
の
申
し
出
が
あ
り
、
採
決
の

結
果
、
委
員
長
報
告
を
趣
旨
採

択
と
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

〔
提
出
者
〕

　

坂
巻
弘ひ

ろ

し始
氏

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
安
倍
首
相
の
「
立

法
府
の
長
」と
い
う
発
言
の
他
、

国
会
議
員
は
憲
法
99
条
の
違
反

と
思
え
る
発
言
が
あ
る
。
陳
情

は
憲
法
順
守
義
務
の
再
確
認
を

求
め
る
も
の
で
趣
旨
採
択
の
内

容
で
は
な
い
。
陳
情
に
賛
成
。

池
田
議
員
…
意
見
書
は
議
会

（
国
会
）
で
は
な
く
、
内
閣
総

理
大
臣
や
関
係
各
位
に
対
し
、

し
っ
か
り
と
憲
法
を
勉
強
し
て

く
だ
さ
い
と
い
う
内
容
。
意
見

書
を
出
す
必
要
が
あ
る
。
趣
旨

採
択
に
反
対
し
、陳
情
に
賛
成
。

皆
さ
ん
の
希
望
で
す

陳
情

請
願
は
、
皆
さ
ん
が
国
や
県
、
市
区
町
村
に
対
し
、
一
定
の
希
望
を
述
べ
る
制

度
で
す
。
憲
法
に
は
、
国
民
の
基
本
的
権
利
と
し
て
請
願
権
（
第
16
条
）
が
保

障
さ
れ
て
い
ま
す
。
議
会
へ
の
提
出
に
は
議
員
の
紹
介
を
通
し
て
行
い
ま
す
。

陳
情
は
、
議
長
が
必
要
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
請
願
と
同
等
に
取
り
扱

う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。（
今
定
例
会
に
は
請
願
は
提
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。）

意
　
見
　
書

人 

事 

案 

件
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